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ベージ 10金沢市食品衛生法施行細則の一部を改正する。 目 次

. 規則 規則 (衛生指導課) 11 

O金沢市国民健康保険条例施行規則の一部を改 0金沢市食の安全 ・安心の確保に関する条例施

正する規則 (医療保険課) 行規則の一部を改正する規則 ( " ) 22 

O金沢市後期高齢者医療に関する規則の一部を 0金沢市医薬品、医療機器等の品質、有効性及

改正する規則 ( " び安全性の確保等に関する法律施行細則のー

部を改正する規則 (地域保健課) 23 

規 則

金沢市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 3年 3月31日

金沢市長 山

⑨金沢市規則第30号

金沢市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市国民健康保険条例施行規則(昭和34年規則第 5号)の一部を次のように改正する。

目次中「一第28条」を「 ・第27条」に改める。

第13条の 2各号を次のように改める。

(1) 福祉健康局長

(2) 福祉健康局医療保険課に勤務する職員

第26条を削り、第 5章中第27条を第26条とし、第28条を第27条とする。

第 l号様式中 1被保険者証 IJ を 11被保険 14」に改める。

第 2号様式中

11被保険者証記号番号 |

l 死亡した者 |氏 名 l

11被保険 者 |記号 |

l 死亡した者 |氏

改める。

附 則

|生年月日|

lzzJE 

野 之 義

年 月

年 月

l この規則は、令和 3年4月 1日から施行する。ただし、第 l号様式及び第 2号様式の改正規定並びに次項の規定

は、公布の日から施行する。

2 第 1号様式及び第2号様式の改正規定の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の問、所要の調整

をして使用することができる。

金沢市後期高齢者医療に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 3年 3月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第31号
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令和 3年 (2021年)3月31日 号外第 3号の9 金沢市公報

金沢市後期高齢者医療に関する規則の一部を改正する規則

金沢市後期高齢者医療に関する規則(平成20年規則第17号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号を次のように改める。

(2) 削除

第3条各号を次のように改める。

(1) 福祉健康局長

(2) 福祉健康局医療保険課に所属する職員

様式第 l号から様式第4号までを次のように改める。
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令和 3年 (2021年)3月31日 号外第 3号の 9

様式第 l号 (第2条関係)

ア

様

金沢市公報

(表)

後期高齢者医療保険料納入通知書(兼特別徴収開始(変更 ・中止 ・仮徴収額変更)通知書)

後期高齢者医療保険料額を次のとおり徴収しますので通知します。

[ 期別保険料額 ] |…由| 変更前の保険料額 変更後の保険料額

徴収決定年月日
納期 ・月

普通徴収 特別徴収 普通徴収 特別徴収

I 市区町村別保険料額 ] 4月

年度の市区町村別保険料額 5月

円 6月

年度に納付する保険料額 円 7月

[ これまでの保険料納付方法等 ] 8月

保険料徴収方法 9月

特別徴収義務者 10月

特別徴収対象年金 11月

12月

[ これからの保険料納付方法等 ] 1月

保険料徴収方法 2月

特別徴収義務者 3月

特別徴収対象年金 計

合計額 (ア) (イ)

年金受給額 円 差引増減額 (イ) - (ア)

※ 1 .暫定賦課時に発行する通知書には仮徴収時の保険料額のみ表示していますので、市区町村別保険料額等は記載しておりません。

※ 2. 普通徴収の欄の保険料額は、各納期限までに金沢市指定金融機関等に納めてください。特別徴収の欄の保険料額は、年金からの天引きと

なります。

[ 普通徴収の場合の納期限 ] [ 翌年度後期高齢者医療保険料仮徴収額について ] 

納期 納期限 高齢者の医療の確保に関する法律第110条の規定により、年金天引き(特別徴収)の

方については、翌年度の後期高齢者医療保険料額が確定するまでは、仮徴収額として前年

度 2月に特別徴収した額と同額を徴収します。翌年度の仮徴収額は下記のとおりとなりま

すn 仮徴収額に変更があった場合には別途通知いたしますn

特別徴収額

4月

6月

8月

金沢市長 日

備考

1 保険料額の決定又は変更の場合(次項から第 6項までに規定する場合を除く 。)には、様式中 「徴収しますのでJ とあるのは、必要に応じ、

「本徴収しますのでJ又は「変更しましたのでJとする。

2 特別徴収開始通知書又は特別徴収変更通知書を兼ねる場合(第 4項に規定する場合を除く 。)には、様式中「徴収しますのでJとあるのは、

「年金から特別徴収しますのでJ又は「変更しましたのでJとする。

3 特別徴収中止通知書を兼ねる場合には、様式中「後期高齢者医療保険料額を次のとおり徴収しますのでJとあるのは、必要に応じ、 「後期高

齢者医療保険料の特別徴収を中止しましたのでJ、 「後期高齢者医療保険料の特別徴収を中止し、次のとおり 普通徴収することとしましたので

J、 「後期高齢者医療保険料仮徴収額の特別徴収を中止しましたのでJ又は「後期高齢者医療保険料仮徴収額の特別徴収を中止し、次のとおり

普通徴収することとしましたのでJとする。

4 保険料の仮徴収額の決定又は変更(第 6項に規定する場合を除く 。)の場合には、様式中「後期高齢者医療保険料額をJ とあるのは「後期高

齢者医療保険料仮徴収額をJとし、 「徴収しますのでJ とあるのは「仮徴収しますのでJ又は「変更し、年金から特別徴収しますのでJ とする。

5 暫定保険料額の決定又は変更の場合には、様式中「後期高齢者医療保険料額をJ とあるのは「後期高齢者医療暫定保険料額をJ とし、 「徴収

しますのでJとあるのは「仮徴収しますのでJ又は「変更しましたのでJ とする。

6 特別徴収仮徴収額変更通知書を兼ねる場合には、様式中 「後期高齢者医療保険料額をJとあるのは「後期高齢者医療保険料仮徴収額を Jと、

「徴収しますのでJとあるのは「変更しましたのでJとする。
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この欄には、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場

合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること 。
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書正

ト

エ一百
H

M
問
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撤

領

劇度
医

年

者齢宜阿期後

石川県金沢市
(控)書寸

d

料

，刊

険

'

籾

保療

度

医

年

者
齢宜阿期後

石川県金沢市

亡ゴ

イ

市
叫
宵
ヂ
鴻

ω
羽
S
U

闘争

三省

納付害発行番号

被保険

者番号

月別

被保険者氏名

保険料

延滞金

合 計

納期限 年 月 日

上記の金額を領収しました。

金沢市指定金融機関等(※)

加入者名

口座番号

納付害発行番号

被保険者番号

月 日11

被保険者氏名

保 険 料
円

延滞金
円

iロh 計
円

"品-同 ，ず ロ 円

領収済通知書

納付額
円

収納機関番号 納付書発行番号

被保険者番号

月 日リ 納期限 年 月 日

年度

後期高齢者医療保険料

印」寸口
H収頁

Z
Tl
 「 保険者氏名 !保 険 料 | 円 !

ヨ十l制刑i'，i.( I 十 n "1 

吟

重量付印日領 収付印日領 収c
v
s
収

納

用

上記のとおり領収しましたので

通知します。

(宛先)

金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関、

金沢市指定代理金融機関

又は金沢市収納代理金融機関
この領収証書は、後日の証拠と

して 2年間保存してください。
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(裏)

(※)金沢市指定金融機関等とは、

金沢市指定金融機関、

金沢市指定代理金融機関、

金沢市収納代理金融機関

又は金沢市保険料徴収受託者

市
叫
宵

ヂ

鴻

ω
羽
S
U

をいいます。

闘争

三省

ヨ十

吟

毒自

削除様式第2号
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様式第3号 (第 2条関係)

状促督(控)納付書領収済通知書

市
叫
宵
ヂ
鴻

ω
羽
S
U

様
納 付義務者

様
納付義務者納付義務者

次の後期高齢者医療保険料の納期限が過ぎています

が、まだ納付されていません。至急、下記の指定期固ま

でに納付してください。

日月年

月 日

金沢市長

年

指定期日 ，

闘争

三省

回

ヨ十

吟

|保険料| 円|

|延滞 金| 円|

|合計 | 円|
時点の納付状況に基づき本状を作成しています

ので、これに前桂して納付された場合はご了承くださ

特別会脅十 後期高齢者医療保験料

綱定 1:: I 年度

通知書

番号

月 別

術明日 年月開

保験料
円

認a・金
円

合 併
同

盤

邑 3

毒自

領収日付印
上記の金額を納付しますn

上記の金額を領収しました。

金沢市指定金融機関
金沢市指定代理金融機関
金沢市収納代理金融機関

又は金沢市保険料徴収受託者

領収日付印領収日付印

上記の金額を領収したので通知します。

(宛先)金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関、金沢市指定代理金融機関又は

金沢市収納代理金融機関

石川県金沢市 ~三ヨ

この領収註書は、桂日の証拠
として 2年間保存してください
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この欄には、納付額を納付しなかった場合において執られるべ

き措置、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴

訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること。

市
叫
宵
ヂ
鴻

ω
羽
S
U

舟U

闘争。̂キミ

三省

十4

理基

括主

cc ヨ十

吟

毒自
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様式第4号 (第 2条関係)

書止と
I=t 催(控)納付書領収済通知書

様

あなたの後期高齢者医療保険料がいまだ納付されてい

ません。必ず下記指定期固までに納付してください。納

付がない場合は法の定めにより滞納処分(財産の差押)

をすることがあります。

指定期日，

納付義務者

様
i納付義務者納付義務者

市
叫
宵
ヂ
鴻

ω
羽
S
U

日月年

月日

金沢市長

年

回

闘争

三省

ヨ十

納付書兼領収証書

特別会計 後期高齢者医療保険料

調定年度 |賦課年度 |

通知書番号

月別

保険料 円

|延滞金| 円|

| 合計 | 円|

時点の納付状況に基づき本状を作成しています
ので、これに前桂して納付された場合はご了承くださ

特別会軒 後期高齢者医療保験料

綱定 1:: I 年度

通知書

番号

月 別

術開宵 年月開

保局員料

lr| 
内円E

日

|延 滞 金| 円|

| 合計 | 円|

後期高齢者医療保険料

|賦課年度 |

月年

特別会計

通知書番号

月別

指定期日

保険料

調定年度

盤

(0 

吟

毒自領収日付印
上記の金額を納付しますn

上記の金額を領収しました。
金沢市指定金融機関
金沢市指定代理金融機関

金沢市収納代理金融機関

又は金沢市保険料徴収受託者

領収日付印領収日付印

上記の金額を領収したので通知します。

(宛先)金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関、金沢市指定代理金融機関又は

金沢市収納代理金融機関

石川県金沢市 fiiIHTH"-ヨ
この領収註書は、桂日の旺拠

として 2年間保存してください
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納付書兼領収証書後期高齢者医療保険料年度

石川明金沢市

様

闘争

三省

ヨ十

日月年
被保険者番号

月 用IJ | 指定期日 | 年 月 日

被保険者

氏名

保険料 円 |延滞金| 同

告 計

後期高齢者医開雌陣料

加口座入者番名号

納付害発行番号

被保険者番号

月 glJ 

被保険者氏名

保 険 料
同

延滞金
同

合計
同

指定期日 年 月 日

納付書 (控)

年度

有川県金沢市

円

領収済通知書

様式第5号その 3及びその4を次のように改める。

その 3

一口

日月

領 収日付印

上配のとおり領収しましたので

通知します.

(宛先)

金沢市会軒管理者

被保険者氏名

ー

i
-
(
)
1
l

吟

毒自

上配の金額を納付します.

上配の金額を領収しました.

ヱの領収経書は、後日の

軽侮と して 2年間保存し

てください.

金沢市指定金融機関 金沢市指定代理金融機関文は

金沢市収納代理金融機関文は金沢市保険料徴収受舵者

金沢市指定金融機関

金沢市指定代理金融機関

文は金沢市収納代理金融機関



令和 3年 (2021年)3月31日 号外第 3号の 9 金沢市公報

その4

後期高齢者医療保険料納付書兼領収証書

年 月 日までに納めてください。

年月日

後期高齢者医療保険料領収済通知書

様式第5号その 5を削る。

附 則

l この規則は、令和 3年4月1日から施行する。

業務 帳票

月 51IJ 保

計

合計

年度 年度分 被保険者番号

険 料 延

円

上記の金額を納付します。

上記の金額を領収しました。

金沢市指定金融機関、金沢市

指定代理金融機関又は金沢市

収納代理金融機関

滞 金

円

円

この領収証書は、後日の証拠として 2年間保存してください。

業務 帳票 年度 年度分 被保険者番号

月 別 保 険 料 延 滞 金

円

計

合計

上記の金額を領収したので通知します。

(宛先)金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関、金沢市

指定代理金融機関又は金沢市

収納代理金融機関

円

円

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市後期高齢者医療に関する規則の規定による納入通知書等は、

改正後の金沢市後期高齢者医療に関する規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

金沢市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 3年 3月31日

金沢市長 山 野 之 義
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令和 3年 (2021年)3月31日 号外第 3号の9 金沢市公報

⑨金沢市規則第32号

金沢市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則

金沢市食品衛生法施行細則(平成12年規則第24号)の一部を次のように改正する。

第7条中 「食品衛生管理者設置(変更)届」を 「食品衛生管理者選任(変更)届」に改める。

第 8条の見出しを I(営業許可の申請及び営業の届出)Jに改め、同条中 「第67条第 l項及び第2項の申請書」を

「第67条の申請書及び第70条の 2の届出書」に、 「営業許可申請書」を 「営業許可申請書 ・営業届(新規、継続)J に

改める。

第 9条の見出し中 「標識」を 「掲示の方法」に改め、同条中 「標識は、様式第5号のとおり」を 「方法は、許可証

(様式第 5号)又は標識(様式第6号)のいずれかを営業の施設内の見やすい場所に掲げる方法」に、 「自動販売機に

よる飲食庖営業、喫茶庖営業、乳類販売業及び氷雪製造業に係る」を 「調理の機能を有する自動販売機により食品を

調理し、調理された食品を販売する営業にあっては、」に、 「貼り付けるための標識は、様式第6号のとおり」を 「標

識(様式第7号)を貼り付ける方法」に改める。

第10条中 「第53条第2項」を 「第56条第2項」に、 「第52条第 1項」を 「第55条第 l項」に、 「相続によるものにあっ

ては相続営業者地位承継届出書 (様式第7号)、合併によるものにあっては合併営業者地位承継届出書 (様式第8号)、

分割によるものにあっては分割営業者地位承継届出書 (様式第8号の 2)Jを 「地位承継届(様式第8号)Jに改める。

第11条の見出し中 「承継届出事項」を 「届出事項」に改め、同条中 「許可申請(承継届出)事項変更届」を 「営業

許可申請書 ・営業届(変更)J に改める。

第12条及び第13条を次のように改める。

(廃業の届出)

第12条 省令第71条の 2の規定による届出は、営業許可申請書 ・営業届(廃業) (様式第10号)によるものとする。

(臨時的に行う飲食庖営業)

第13条 条例別表の備考第2項の臨時的に行う飲食庖営業で規則で定めるものは、臨時的に営む営業で市長が別に定

めるものをいう。

第14条から第16条までを削る。

様式第3号及び様式第4号を次のように改める。

-12-



令和 3年 (2021年)3月31日 号外第 3号の 9 金沢市公報

様式第3号(第7条関係)

年 月 日

(宛先)金沢市長

食品衛生管理者選任(変更)届

下記のとおり、食品衛生管理者を選任(変更)したので、食品衛生法第48条第8項の規定により届け出ます。

郵便番号: |電話番号:

届 電子メールアドレス: 法人番号:

出
届出者住所

者
(ふりがな)

情
届出者氏名

報

年 月 日生

施設の所在地
施

設
(ふりがな)

情

報
施設の名称、屋号、商号

令第 13条に規定する

食品又は添加物の別

氏 名
(ふりがな)

年 月 日生

食

品
住 所

衛

生 職 名

管

理 職 種

者

情
職 務 内 ，谷""" 

報

選任(変更)年月日 年 月 日

添付書類
備

(ふりがな) i電話番号
一 一一一一一 一一一一一一一一 一一一一一 一一一一一 一一一一一 一一一一一 一一一一一 一一一一一 一一一一一 一一一一一 -"一一一 一一一一一 一一一一一 一一一一一 一一一一一 一一一一一 一一一一一 一一一一一 一一一一一 一一一一一

考 担当者氏名

- 13-



令和 3年 (2021年)3月31日 号外第 3号の 9 金沢市公報

様式第4号(第8条関係)

(表)

年 月 日

(宛先)金沢市長

営業許可申請書 ・営業届(新規、継続)

食品衛生法(第55条第 l項 ・第57条第 l項)の規定に基づき次のとおり関係書類を提出します。

郵便番号: |電話番号:
申

電子メールアドレス:請 法人番号:

者 申請者 ・届出者住所

届
出

(ふりがな) (生年月日)者

報情 申請者 ・届出者氏名

年 月 日生

郵便番号: |電話番号: FAX番号:

電子メールアドレス:

施設の所在地

営 (ふりがな)

施設の名称、屋号又は商号

業

施 食(ふ品衛りが生な責)任者の氏名 資格の種類

設
受講した講習会

情 主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装 1自由記載

報

HACCPの取組

業
指定成分等含有食品を取り扱う施設

種 口

応
じ 輸出食品取扱施設
た
情 口
報

営 業 の 形 態 備 考

営業 l 

届出 2 

3 

担
(ふりがな) 電話番号

当 担当者氏名
者
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令和 3年 (2021年)3月31日 号外第 3号の 9 報一公一円
-
⑤

4n-
匂

沢一金一

請申
法第55条第2項関係 該当にはレ

者 (1) 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
日

届
行を受けることがなくなった日から起算して 2年を経過していないこと。

出 (2) 食品衛生法第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から
ロ

者情 起算して 2年を経過していないこと。

報 (3) 法人であって、その業務を行う役員のうちに(1X2)のいずれかに該当する者があるもの。 口

令第13条に

規定する

営 食品又は

業 添加物の別

施 (ふりがな) 資格の種類
L一一一 L一一一

設 食品衛生管理者の氏名
r一一一

情
受講した講習会

報
使用水の種類 自動車登録番号

飲食屈のうち簡易飲食庖営業の施設 口 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 i 日
種業

ふぐの処理を行う施設
ロ

応
ー一一一 r一一一 一一一一一一一一一一一 r一一一一一一一一一一一一

じ (ふりがな)
た

報情 ふぐ処理者氏名 認定番号等

添

イサ

書

類

営業を譲り受けたことを証する旨

事業

渡譲

営
許可番号及び許可年月日 営業の種類 備 考

許業
l 年 月 日

2 年 月 日可
業 3 年 月 日
種

年4 月 日

備
考

-15-



令和 3年 (2021年)3月31日 号外第 3号の 9 金沢市公報

様式第7号を削り、様式第6号を様式第7号とし、様式第 5号を様式第6号とし、様式第4号の次に次の l様式を

加える。

様式第 5号(第9条関係)

許可番号: 収第号

営 業 許 可 証

営業者氏名

年 月 日付けで申請のあった営業については、食品衛生法第55条第 l項の規定により、次のとお

り許可します。

許可年月日: 年月日

金沢市長

記

1. 営業の所在地

2. 営業の種類

3. 営業所の名称

屋号又は商号

4. 有効期間 年 月 日から 年月 日まで

5. 備考

様式第8号を次のように改める。
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令和 3年 (2021年)3月31日 号外第 3号の 9 金沢市公報

様式第8号(第10条関係)

(表)

年 月 日

(宛先)金沢市長

地 位 語訳 継 届

下記のとおり、許可営業者の地位を承継(相続 ・合併 ・分割)したので、食品衛生法(第56条第2項 ・第57条第

2項)の規定に基づき届け出ます。

地 郵便番号: |電話番号:
位

電子メールアドレス:を 法人番号:

承 届出者住所
継
す
る

(ふりがな) 生年月日 年 月 日生者
の 届出者氏名 被相続人との続柄
報情

郵便番号: |電話番号: FAX番号:

被 電子メールアドレス:

キ目 被 相続人の氏名
(ふりがな)

続
被 相続人の住所

人 相続開始年月日 年 月 日

添 付 書 類

Z口〉、

併

郵僻 号電 話番 号: 一番号:

電子メールアドレス: 法人番号:

よ 合併により消滅した法人 (ふりがな)

り の名称及び代表者氏名
1自

合併に より消滅した滅
し

法人の所在地
た
法 i口入 併 年 月 日
人

書添 付 類

郵便番号: |電話番号:

分 電子メールアドレス: 法人番号:

割 分割前の法人の名称 (ふりがな)
前

の
及び 代表者の氏名

1去 分割前の法人の所在地

人 分 割 年 月 日 年 月 日

添 付 書 類
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令和 3年 (2021年)3月31日 号外第 3号の 9 報一公一円
-
⑤

4n-
匂

沢一金一

郵便番号: |電話番号: I FAX番号:

電子メールアドレス:

営 施設の所在地

業 (ふりがな)

施
施設の名称、屋号、商号

許可番号及び許可年月日 営業の種類 備 考
設

番号 年 月 日

情 番号 年 月 日

報 番号 年 月 日

番号 年 月 日

番号 年 月 日

郵便番号: |電話番号: I FAX番号:

電子メールアドレス:

営 施設の所在地

業 (ふりがな)

施
施設の名称、屋号、商号

許可番号及び許可年月日 営業の種類 備 考
設

番号 年 月 日

情 番号 年 月 日

報 番号 年 月 日

番号 年 月 日

番号 年 月 日

郵便番号: |電話番号: I FAX番号:

電子メールアドレス:

営 施設の所在地

業 (ふりがな)

施
施設の名称、屋号、商号

許可番号及び許可年月日 営業の種類 備 考
設

番号 年 月 日

情 番号 年 月 日

報 番号 年 月 日

番号 年 月 日

番号 年 月 日

備

考

様式第8号の 2を削る。

様式第9号及び様式第10号を次のように改める。
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令和 3年 (2021年)3月31日 号外第 3号の 9 金沢市公報

様式第9号(第11条関係)

(表)

年 月 日

(宛先)金沢市長

営業許可申請書 。営業届(変更)

食品衛生法施行規則第71条の規定に基づき次のとおり関係書類を提出します。

郵便番号 : |電話番号:
申

電子メールア ドレス:請 法人番号:

者 申請者 ・届出者住所

届
出

(ふりがな) (生年月日)者

報情 申請者 ・届出者氏名

年 月 日生

郵便番号 : |電話番号: FAX番号:

電子メールア ドレス:

施設の所在地

営 (ふりがな)

施設の名称、屋号又は商号

業

施 食(ふ品衛りが生な責)任者の氏名 資格の種類

設
受講した講習会

情 主と して取り扱う食品、添加物、 器具又は容器包装 1自由記載

報

HACCPの取組

業
指定成分等含有食品を取り扱う施設

種 口

応
じ 輸出食品取扱施設
た
情 口
報

営 業 の 形 態 備 考

営業 l 

届出 2 

3 

担
(ふりがな) 電話番号

当 担当者氏名
者
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令和 3年 (2021年)3月31日 号外第 3号の 9 報一公一円
-
⑤

4n-
匂

沢一金一

請申
法第55条第2項関係 該当にはレ

者 (1) 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
日

届
行を受けることがなくなった日から起算して 2年を経過していないこと。

出 (2) 食品衛生法第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から
ロ

者情 起算して 2年を経過していないこと。

報 (3) 法人であって、その業務を行う役員のうちに(1X2)のいずれかに該当する者があるもの。 口

令第13条に

規定する

営 食品又は

業 添加物の別

施 (ふりがな) 資格の種類
L一一一 L一一一

設 食品衛生管理者の氏名
r一一一

情
受講した講習会

報
使用水の種類 自動車登録番号

飲食屈のうち簡易飲食庖営業の施設 口 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 i 日
種業

ふぐの処理を行う施設
ロ

応
ー一一一 r一一一 一一一一一一一一一一一 r一一一一一一一一一一一一

じ (ふりがな)
た

報情
ふぐ処理者氏名 認定番号等

添

イサ

書

類

営
許可番号及び許可年月日 営業の種類 備 考

許業可
l 年 月 日

2 年 月 日

業 3 年 月 日
種

年4 月 日

備

考

-20一



令和 3年 (2021年)3月31日 号外第 3号の 9 金沢市公報

様式第10号(第12条関係)

(表)

年 月 日

(宛先)金沢市長

営業許可申請書 。営業届(廃業)

食品衛生法施行規則第71条の 2の規定に基づき次のとおり関係書類を提出します。

郵便番号 : |電話番号:
申

電子メールア ドレス:請 法人番号:

者 申請者 ・届出者住所

届
出

(ふりがな) (生年月日)者

報情 申請者 ・届出者氏名

年 月 日生

郵便番号 : |電話番号: FAX番号:

電子メールア ドレス:

施設の所在地

営 (ふりがな)

施設の名称、屋号又は商号

業

施 食(ふ品衛りが生な責)任者の氏名 資格の種類

設
受講した講習会

情 主と して取り扱う食品、添加物、 器具又は容器包装 1自由記載

報

HACCPの取組

業
指定成分等含有食品を取り扱う施設

種 口

応
じ 輸出食品取扱施設
た
情 口
報

営 業 の 形 態 備 考

営業 l 

届出 2 

3 

廃業年月日 |

担 担(ふ当者り氏がな名) || 電話番号
当
者

-21-



令和 3年 (2021年)3月31日 号外第 3号の 9 報一公一円
-
⑤

4n-
匂

沢一金一

請申
法第55条第2項関係 該当にはレ

者 (1) 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
日

届
行を受けることがなくなった日から起算して 2年を経過していないこと。

出 (2) 食品衛生法第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から
ロ

者情 起算して 2年を経過していないこと。

報 (3) 法人であって、その業務を行う役員のうちに(1X2)のいずれかに該当する者があるもの。 口

令第13条に

規定する

営 食品又は

業 添加物の別

施 (ふりがな) 資格の種類
L一一一

設 食品衛生管理者の氏名

情
受講した講習会

報
使用水の種類 自動車登録番号

飲食屈のうち簡易飲食庖営業の施設 口 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 i 日
種業

ふぐの処理を行う施設
ロ

応
ー一一一 r一一一 一一一一一一一一一一一 r一一一一一一一一一一一一

じ (ふりがな)
た

報情
ふぐ処理者氏名 認定番号等

添

イサ

書

類

営
許可番号及び許可年月日 営業の種類 備 考

許業可
l 年 月 日

2 年 月 日

業 3 年 月 日
種

年4 月 日

備

考

様式第11号から様式第13号までを削る。

附 則

この規則は、令和 3年6月 1日から施行する。

金沢市食の安全 ・安心の確保に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 3年 3月31日

金沢市長 山 野 之 義
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令和 3年 (2021年)3月31日 号外第 3号の 9 金沢市公報

⑨金沢市規則第33号

金沢市食の安全 ・安心の確保に関する条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市食の安全 ・安心の確保に関する条例施行規則(平成27年規則第57号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「第5号まで、第8号、第9号及び第11号から第14号まで」を「第6号まで、第9号、第10号及び

第12号から第15号まで」に改め、同条第3項第3号中 「第54条」を 「第59条」に改める。

附 則

この規則は、令和 3年6月 1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

金沢市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

令和 3年3月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第34号

金沢市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則の一部を改正する規則

金沢市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(平成27年規則第9号)の一

部を次のように改正する。

第 2条第 1項中 「第 7条第3項ただし書」を 「第 7条第4項ただし書」に、 「第17条第4項」を 「第17条第8項」

に、 「第28条第3項ただし書」を 「第28条第4項ただし書」に改める。

附 則

この規則は、令和 3年8月 1日から施行する。
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令和 3年 (2021年)3月31日 号外第 3号の 9 金沢市公報

令和 3年(2021年)3月31日印刷

令和 3年(2021年)3月31日発行

定価 120円

発行人

発行所

印刷所 石川県金沢市玉鉾 4T目166番地

市

所

栄
役

沢

市

共
沢

)株

金

金

(
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